
 

1 

 

 

 

坂井地区広域連合の概要 
 

 

Ｒ４．４．２７ 

坂井地区広域連合 総務課 

 

 

１ 名  称 坂井地区広域連合 

２ 構成団体 あわら市・坂井市 

３ 事 務 所 坂井市坂井町上兵庫４０－１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 設 立 日 平成１２年２月１日 

 

 

※管内面積 

 ３２６.９９平方キロメートル 

代官山斎苑・墓地 

さかいクリーンセンター 

坂井地区広域連合 
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５ 経  緯 

 平成１０年１０月    坂井郡内各町で介護保険モデル事業実施 

 平成１１年 ７月 １日 坂井郡介護認定審査会設置 

       ８月 ２日 坂井郡６町が広域連合設立について合意 

       ８月 ９日 坂井郡広域連合設立準備室設置 

       ９月 上旬 各町議会において広域連合について説明実施 

       ９月２０日 介護認定申請の受付 

      １０月 １日 広域連合設立準備室へ各町より職員派遣 

      １２月    各町議会において広域連合規約の議決 

      １２月２７日 県知事へ広域連合設置申請 

 平成１２年 ２月 １日 坂井郡介護保険広域連合設置許可 

             広域連合長の選挙 

       ４月 １日 介護保険制度スタート 

 平成１６年 ３月 １日 芦原町、金津町の合併によりあわら市誕生 

 平成１８年 ３月２０日 三国町、丸岡町、春江町、坂井町の合併により坂井市誕生 

             坂井地区介護保険広域連合に名称変更 

 平成２０年 ５月    ２市共同で「坂井地区共同処理事務の合理化に関する研究

会」を設置 

 平成２２年１２月２４日 ２市議会共同で「坂井地区共同処理事務の合理化検討議員

協議会」を設置 

 平成２３年１２月    ２市において広域連合規約変更の議決 

 平成２４年 ４月 １日 三国あわら斎苑組合・坂井地区環境衛生組合・坂井地区水

道用水事務組合を統合（３月３１日に解散）し「坂井地区

広域連合」に名称変更（坂井地区障害者介護給付費等の支

給に関する審査会も統合） 

 現在に至る 

 

６ 管内統計（Ｒ４.３.３１現在）  

 （１）人口                 １１６,６４９人 

    〔あわら市２７,０８４人、坂井市８９,５６５人〕 

 （２）世帯数                 ４２,７３７世帯 

    〔あわら市１０,２２８世帯、坂井市３２,５０９世帯〕 

 （３）高齢者人口（６５歳以上）        ３５,２９４人 

    〔あわら市９,３２７人、坂井市２５,９６７人〕 

 （４）後期高齢者（７５歳以上）        １７,８３２人 

    〔あわら市４,６９９人、坂井市１３,１３３人〕 

 （５）高齢化率［（３）／（１）］        ３０.２６％ 

    〔あわら市３４.４４％、坂井市２８.９９％〕
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 ７ 事務処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 介護認定審査に関すること 

 ② 介護保険料の賦課徴収に関すること 

 ③ 被保険者資格管理に関すること 

 ④ 要介護認定、要支援認定、更新等に関すること 

 ⑤ 保険給付の事務に関すること 

 ⑥ 介護保険事業計画の策定並びに推進に関すること 

 ⑦ 介護保険制度の施行に関すること 

 

 

 

 ① 障害者介護給付費等の支給に関する審査会に関すること 

 

 

 

 ① し尿汚泥処理施設の設置、管理及び運営に関すること 

 ② し尿及び浄化槽汚泥処理計画の策定に関すること 

 ③ し尿及び浄化槽清掃の許可に関すること 

 ④ 汚泥発酵肥料の生産、販売に関すること 

 

 

 

 ① 斎苑（火葬場）の設置、管理運営に関すること 

② 墓地の設置、管理及び運営に関すること 

③ 霊柩車運送業に関すること 

 

 ※ 他に水道用水の供給事業の連絡調整に関すること 

介護保険 
障害者介護給付費等の

支給に関する審査会 

認定審査 

し尿汚泥 

処理・再生 
斎苑・墓地 

広域連合 

環境衛生 

介護保険 

し尿汚泥処理・再生 

斎苑・墓地 

 

障害者介護給付費等の支給に関する審査 

認定審査 

 



 

4 

 

８ 広域化の目的 

 （１）介護保険料の統一 

 （２）訪問調査の適正化 

 （３）介護サービスの平準化 

 （４）介護認定審査会における審査判定の公平、公正化 

 （５）介護サービス基盤の効果的、効率的、広域的な整備 

 （６）介護保険制度に関する統一した事務処理 

 （７）共同処理事務の効率化と合理化 

 

９ 組  織 

 

 （１）議会 

   ① 議員定数 １８人（あわら市 ７人、坂井市 １１人） 

   ② 選  挙 構成市議会の議員の内から、関係市の議会において選挙 

   ③ 任  期 構成市議会の議員の任期 

   ④ 委 員 会 議会運営委員会   ５人（あわら市 ２人、坂井市 ３人） 

   ⑤ 定 例 会 年２回 （２月、８月） 

   ⑥ 会議日程 提案理由説明、質疑 

         一般質問、討論、採決 

 （２）執行機関 

   ① 組 織  広域連合長、副広域連合長 

          広域連合長  坂井市長  池田 禎孝 

          副広域連合長 あわら市長  森  之嗣 

   ② 選 任 広域連合長－関係市の長の内から関係市の長の投票により選挙 

         副広域連合長－広域連合長以外の構成市の長 

 （３）事務局体制  

   ①職員数 ２４人（Ｒ４.４.１現在） 

         ・派遣職員    ６人  （あわら市２人、坂井市４人） 

         ・プロパー職員 １８人   

               【内訳】 一般行政職 ９人（調査兼務３人含む） 

認定事務員 １人 

                    認定調査員 ５人 

再任用   ３人 

 

             

   ②組 織 総務課（兼会計課） ５人 

        介護保険課    １９人 

 



 

5 

 

 

【事務局職員数 ２４人】

広域連合長 副広域連合長 事務局長 総務課長
（事務局長兼務）

介護保険課長
（事務局次長兼務）

庶務・財政・
人事・給与係
（２人）

保険事業係
（８人）

介護認定審査
（２人）

介護認定調査員
（８人）

出納係
（会計課・

総務課兼務）

広域連合議会
（１８人）

選挙管理委員会
（４人）

監査委員
（２人）

介護認定審査会
（４０人）

※付属機関

会計管理者
（会計課長・

総務課長兼務）

議会事務局
(総務課兼務）

地域包括支援センター
運営協議会
（１２人）

介護保険運営協議会
（１１人）

事務局次長

環境衛生係
（２人）

障害者介護給付費等の支
給に関する審査会

（１５人）

※付属機関

※付属機関

 

１０ 財  政 

 （１）予算（令和４年度当初） 

   ①一般会計                        【単位：千円】 

歳  入（款） 予算額  歳  出（款） 予算額 

分担金及び負担金 ３５４,７３５  議会費   ５５５ 

使用料及び手数料 １９,６６３  総務費   ４８,９２６ 

国庫支出金  １２０,２３３  民生費  ３１２,２５９ 

県支出金  ６０,１１６  衛生費  ２６４,９８２ 

財産収入   ２,７８６  基金積立金   １,８０３ 

繰入金  ７０,７９２  予備費   ５００ 

繰越金   １  合   計   ６２９,０２５ 

諸収入   ６９９    
 

合   計 ６２９,０２５     
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   ②介護保険特別会計                   【単位：千円】 

歳  入（款） 予算額  歳  出（款） 予算額 

保険料 ２,６８９,０８４  総務費 ２８９,９６６ 

分担金負担金 １,６５６,８８９  保険給付費 １１,０９６,９９３ 

使用料及び手数料 ２００  地域支援事業費 ４１３,３５６ 

国庫支出金 ２,５６８,５３７  基金積立金 ２ 

支払基金交付金 ３,０８７,１４６  諸支出金 ７５,４１４ 

県支出金 １,６９１,８５６  予備費 １,５００ 

財産収入 ２  合   計 １１,８７７,２３１ 

寄付金 １    

繰入金 １８０,３１５     

繰越金 １     

諸収入 ３,２００     

合   計 １１,８７７,２３１     

 

 

   ③墓地特別会計                     【単位：千円】 

歳  入（款） 予算額  歳  出（款） 予算額 

使用料及び手数料 ２,３１８  墓地事業費 ２,３２１ 

財産収入 ２  諸支出金 ２ 

繰越金 １  合   計 ２,３２３ 

諸収入 ２    

合   計 ２,３２３     
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（２）構成市負担金 

   ①負担割合（Ｒ４.４.１～） 

処理事務 経  費 負担割合 

広域連合の運営に 

関する事務 
共通経費 

均等割 100分の10 

人口割 100分の90 

介護保険に関する事務 

介護認定審査会運営経費 
均等割 100分の10 

人口割 100分の90 

介護保険給付に要する経費 給付費割 100分の100 

地域支援事業費 

（構成市委託料以外） 

均等割 100分の10 

高齢者人口割 100分の90 

地域支援事業費 

（構成市委託料） 
実績割 100分の100 

介護福祉推進基金積立経費 実績割 100分の100 

介護保険管理経費 均等割 100分の10 

高齢者人口割 100分の90 

障害支援区分審査会に

関する事務 

障害支援区分認定審査会 

運営経費 

均等割 100分の10 

審査件数割 100分の90 

斎苑に関する事務 斎苑等運営経費 
均等割 100分の10 

火葬件数割 100分の90 

一般廃棄物（し尿及び 

浄化槽汚泥）の処理に 

関する事務 

投資的経費 

均等割 100分の10 

下水道未整備人口割 

    100分の90 

し尿及び浄化槽汚泥処理 

経費 

均等割 100分の10 

投入量割 100分の90 

水道用水に関する事務 水道用水の供給事業の 

連絡調整に要する経費 

均等割 100分の10 

人口割 100分の90 

 

   ②負担金［令和４年度当初予算］               【単位：千円】 

経   費 あわら市 坂井市 計 

共通経費 11,933 37,335 49,268 

介護保険事業経費 438,042 1,218,847 1,656,889 

障害支援区分認定審査会経費 263 734 997 

低所得者保険料軽減経費 6,209 16,036 22,245 

斎苑経費 46,268 38,002 84,270 

一般廃棄物（し尿・汚泥）経費 50,288 109,791 160,079 

重層的支援体制整備事業経費 0 37,876 37,876 

合   計 553,003 1,458,621 2,011,624 
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１１ し尿汚泥処理 及び 斎苑・墓地 

処 理 施 設 の 概 要 

施設の名称 

（施設整備事業名） 

さかいクリーンセンター 

（坂井地区汚泥再生処理センター整備・運営事業） 

施設の位置 福井県坂井市坂井町今井１の１ 

施設建設着工 

（施設整備事業着工） 

平成２１年１２月 

（設計着手・平成21年5月、施工着手・平成21年 12月） 

施設竣工 平成２３年３月３１日 

業務開始 平成２３年４月１日 

建設費 １，２１８，０００，０００円 

敷地面積 
２３,６００㎡ 

（内メガソーラー発電所 １８，１１６㎡） 

処理方式 高負荷脱窒素処理方式（膜処理）＋下水道放流 

臭気処理方式 
汚泥スクラバー方式、生物脱臭方式、薬液洗浄方式 

活性炭吸着方式を適切に組み合わせて脱臭を行う 

公称処理能力 
４１ｋℓ／日 

（し尿８ｋℓ／日、浄化槽汚泥３３ｋℓ／日） 

施設の設計・施工・監理 
設計・施工：三井造船環境エンジニアリング（株） 

設計施工監理：日本上下水道設計（株） 

運転管理体制 

ＰＦＩ法に則ったＤＢＯ方式により令和８年３月３１日

までの１５年間の維持管理・運営を特別目的会社アクア 

ペックスさかい（株）に委託 

最終放流先 坂井市公共下水道 

放流水質基準 

（坂井市下水道条例） 

アンモニア性窒素    ・・・２４０㎎／ℓ以下 

ＰＨ          ・・・５超え９未満 

ＢＯＤ         ・・・２２０㎎／ℓ以下 

ＳＳ          ・・・１５０㎎／ℓ以下 

ノルマルヘキサン鉱油類 ・・・  ５㎎／ℓ以下 

ノルマルヘキサン動植物油類・・ ３０㎎／ℓ以下 
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収集及び運搬の状況 

令和４年４月現在の収集及び運搬体制 

収集及び運搬体制 

廃棄物の種類 し尿 浄化槽汚泥 

収集区域 あわら市・坂井市全域 

収集形態 許可（許可業者６社・Ｒ４年度～Ｒ５年度） 

収集日 月～金（土日祝日年末年始休み） 

収集方法 各戸収集方式 

収集車両台数 許可車両 １０台 

汲取代金 
167円/18ℓ（税込） 

広域連合条例に規定 

各社毎に設定 

条例による定めなし 

施設使用料金 
4ｔ 車１台 ― ￥660（税込） 

2ｔ 車1台 ― ￥330（税込） 

 

 

 

 

 

許可業者と営業区域 

 令和４年４月現在の許可業者と営業区域 

許可業者名 代表者名 し尿営業区域 汚泥 

(株)相互環境公社 前川浩一郎 春江町一円 

(有)丸岡環境社 渡部喜春 丸岡町一円 

福井環境事業(株) 二木和則 
春江町・坂井町一円 

 丸岡町一円 

栄衛生社 秋田正春 丸岡町一円 

ヤスダ(有) 吉澤孝志 丸岡町一円 

(有)坂井清掃 海田貴裕 あわら市一円・三国町一円 

 

 

浄化槽の各種許可について 

 ・浄化槽清掃業    ― 市町村長 （坂井地区広域連合長） 

 ・浄化槽保守点検業  ― 県知事 

 ・し尿収集業     ― 市町村長 （坂井地区広域連合長） 
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代 官 山 斎 苑 ・ 墓 地 の 概 要 

施設の名称 代官山斎苑・墓地 

施設の位置 
斎苑：福井県坂井市三国町池上第８７号１７番地 

墓地：福井県坂井市三国町池上第８７号４２番地 

施設建設着工 平成１７年３月 

施設竣工 平成１８年１月１７日 

業務開始 平成１８年１月１８日 

建設費 ７６８，３７５，０００円 

敷地面積 ７，４５４．３６㎡（延床面積１，３４１．６６㎡） 

火葬炉数 ４基（台車式寝棺炉） 

火葬件数 通常   ５件／日  緊急時 １６件／日 

施設の設計・施工・監理 
設計・監理：（株）宮本工業所 

施工：三越建設（株）巴建設企業共同体 

管理運営体制 
指定管理者による管理運営：（株）法美社 坂井支店 

委託期間：平成３０年４月１日～令和５年３月３１日 

墓地貸付事業 

墓地用敷地面積：５１，５６３㎡ 

造 成 済 面 積：２４，９０９㎡ 

全区画数：１，３８３区 

第１期造成地・・・４２６区画 

 工期 昭和４８年４月１日～昭和５０年３月３１日 

総事業費 １６５，６７６，０００円 

      ３㎡ １３１区画（３） 

４㎡ １８７区画（１６） 

      ６㎡ １０８区画（６） 

第２期造成地・・・４１６区画 

 工期 昭和６３年９月８日～平成元年３月１５日 

総事業費 ４３，０００，０００円 

      ３㎡ １８８区画（４） 

      ４㎡ １０６区画（３） 

      ６㎡ １２２区画（２） 

第３期造成地・・・５４１区画 

工期 平成９年７月１５日～平成１０年３月３１日 

総事業費 １０２，６４７，０００円 

      ４㎡ ２９４区画（１９） 

      ６㎡ ２４７区画（４６） 

（ ）内は、令和４年３月３１日現在の残区画数 

 


